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第３３回 府中市農業委員会総会議事録 

 

１ 開 会  令和５年３月２０日（月）午後１時５５分 

閉 会  令和５年３月２０日（月）午後２時２３分 

場 所  市役所北庁舎３階第５会議室 

 

２ 会議録署名委員  

９番 小 林   茂  委員   １０番 大 室 正 行 委員 

１２番 市 川 耕 作 委員（会長） 

 

３ 出席委員 

１番 筒 井 敏 彦 委員    ２番 松 村 昌 治 委員 

３番 堀 江 甚 貴 委員    ４番 菊 池 伸 明 委員 

５番 髙 木 一 郎 委員    ６番 石 川 孝 治 委員 

７番 平 田 佳 子 委員    ８番 住 﨑 岩 衛 委員 

９番 小 林   茂  委員   １０番 大 室 正 行 委員 

１１番 小 牧 直 子 委員   １２番 市 川 耕 作 委員 

１４番 伊 藤 久 夫 委員 

１５番 千金楽 千 詠 委員   １６番 岡 田 正 宏 委員 

１７番 志 水 清 隆 委員   １８番 榎 本 重 雄 委員 

１９番 石 坂 成 雄 委員   ２０番 戸井田 昭 次 委員 

 

４ 欠席委員 

  １３番 澤 井   正  委員    

 

５ 議 長 

  １２番 市 川 耕 作 委員（会長） 

 

６ 事務局（説明員） 

  髙野和夫局長 椹澤有一事務職員 原口幸代事務職員 
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議 事 日 程 

 

１ 会期の決定について    

２ 会議録署名委員指名について  

３ 第１号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について 

                           （農地法第５条関係 

４ 第２号議題 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

５ 第３号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

６ 第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

７ 第５号議題 府中都市計画生産緑地地区に係る都市計画の変更について 

８ その他 

（１）生産緑地地区の制限解除について             ･･･資料№１ 

（２）３月度活動報告について                 ･･･資料№２ 

（３）次回の総会開催日 

    日 時 令和５年４月２０日（木） 午後２時から 

    場 所 市役所北庁舎３階第３会議室 

（４）その他 
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午後１時５５分開会  

 

○議長（市川委員） 皆さんこんにちは、定刻前ですが、皆さんお揃いになりまし

たので、 

ただ今より、第３３回府中市農業委員会総会を開会したいと思います。 

桜もだいぶ咲きまして、春爛漫の季節となりました。農作業も忙しくなってきて

いる中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

本日は、１３番、澤井委員さんから都合により欠席との連絡が入っております。 

出席者の人数は定足数に達しておりますので、会議は有効に成立していることを、

ご報告いたします。 

 会期につきましては、議案の都合により、本日限りとしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。（「異議なし」の声） 

 ご異議がないようですので、会期は、本日限りといたします。 

次に、会議録の署名委員ですが、慣例により、議席の順番に指名させていただい

てよろしいでしょうか。（「異義なし」の声） 

ご異義がないようですので、今回は、９番、小林委員さん、１０番、大室委員さ

んにお願いいたします。 

また、今回も会議の時間短縮に心がけ、新型コロナウイルス感染防止に努めたい

と思いますので、議案の説明は、事前にお配りしている説明書をお読みいただいて

いると思われることから省略し、委員さんの報告からお願いしたいと思います。 

それでは、「第１号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について」を議

題とします。報告件数は５件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願い

いたします。 

第１号議題の説明文 

第１号議題、報告、農地の転用のための権利移動届出について、農地法第５条

関係。 

第１項、譲受人は中央区銀座○の○の○、○○○○株式会社、代表取締役○○

○○、譲渡人は世田谷区等々力○の○○の○、○○○○、○○○○、○○○○、

土地の所在は、緑町○の○○の○、１，１４９平方メートルで所有権の移転で

す。届出書が到達した日は、令和５年２月２２日、転用の目的は駐車場４４台と

なっています。 
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２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は堀江委員さんにお

願いしています。 

第２項、譲受人は西東京市北原町○の○の○○、株式会社○○○○○○○、代

表取締役○○○○、譲渡人は西府町○の○の○、○○○○、土地の所在は、日新

町○の○○の○，○，○，○，○，○，○，○○の合計８筆、１，１００平方メ

ートルで所有権の移転です。届出書が到達した日は、令和５年２月２４日、転用

の目的は建売住宅９棟となっています。 

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は石川委員さんにお

願いしています。 

第３項、譲受人は白糸台○の○○の○、○○○○、譲渡人は白糸台○の○○の

○、○コーポ○○、○○○○○、土地の所在は、白糸台○の○○の○○，○○の

合計２筆、３６．６１平方メートルで所有権の移転です。届出書が到達した日

は、令和５年２月２７日、転用の目的は資材置場となっています。 

６ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は平田委員さんにお

願いしています。 

第４項、譲受人は武蔵野市境○の○の○、株式会社○○○○、代表取締役○〇

○○、譲渡人は神奈川県秦野市鶴巻南○の○の○○、○○○○○・ビル○○○、

○○○○、土地の所在は、小柳町○の○○の○、５５２平方メートルで所有権の

移転です。届出書が到達した日は、令和５年３月６日、転用の目的は東側に隣接

している駐車場を合せて建売住宅６棟となっています。 

８ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は髙木委員さんにお

願いしています。 

第５項、譲受人は小平市鈴木町○の○○○の○、○○○○株式会社、代表取締

役○○○、譲渡人は四谷○の○○の○、○○○、土地の所在は、四谷○の○○の

○○、○の○の○，○、○の○の合計４筆、１，４０７平方メートルで所有権の

移転です。届出書が到達した日は、令和５年３月７日、転用の目的は２箇所合計

で建売住宅１３棟となっています。 

１０、１１ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は市川会長

さんにお願いしています。 

 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第１号議題、報告、農地の転用のための
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権利移動届出について、農地法第５条関係。 

第１項の現地の確認は堀江委員さんにお願いしています。 

第２項の現地の確認は石川委員さんにお願いしています。 

第３項の現地の確認は平田委員さんにお願いしています。 

第４項の現地の確認は髙木委員さんにお願いしています。 

第５項の現地の確認は市川会長さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） それでは、第１項、堀江委員さん如何ですか。 

○委員（堀江委員） はい、３月１３日に確認に行ってまいりました。重機が入っ

て整地をしていました。駐車場ということで問題はないと思います。 

○議長（市川委員） はい、続きまして第２項、石川委員さん如何でしょうか。 

○委員（石川委員） はい、１９日に現地を見てきました。看板が立っていました

が、まだ工事は始まっておらず草が生えていました。特に問題ないと思います。以

上です。 

○議長（市川委員） はい、第３項、平田委員さん如何ですか。 

○委員（平田委員） はい、３月１７日に現地を見てきました。案内図６ページに

なります。現地は崖下で隣のアパートと接していまして、現在は草が生えていて何

もしていない状況です。資材置場ということで、これから回りの開発の伴い使用す

ると思われます。特に問題ないと思います。 

○議長（市川委員） はい、第４項、髙木委員さん如何ですか。 

○委員（髙木委員） はい、案内図は８ページで、３月１４日に確認に行きました。

当該地は接道がなく、隣の駐車場に建築許可の看板が立っていました。駐車場と合

せての開発になると思われ、問題もないと思います。 

○議長（市川委員） はい、第５項は私です。案内図１０、１１ページになります。

３月１２日に現地を見てきました。いずれも業者の看板が立っており、きれいに耕

してありました。相続に伴っての転用なので問題ありません。以上の５件について、

皆さんからご意見等ございますか。（「異議なし」の声） 

ご意見等がないようですので、第１項から第５項の報告を了承することといたし

ます。 

次に、「第２号議題 相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を議題とし

ます。報告件数は１件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願いします。 
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第２号議題の説明文 

第２号議題、相続税の納税猶予に関する適格者証明について。 

第１項、次の者が相続税の納税猶予に関する適格者であることを証明する。 

申請者、相続人、緑町○の○の○、○○○○、申請者、被相続人、同所、○○

○○。特例適用農地は、府中町○の○○の○、○の○の○、緑町○の○○の○○

の合計３筆、畑、２，２９３平方メートル。 

１３から１５ページは○○氏から提出された証明願、特例適用農地等の明細

書、営農確約書で、１６、１７ページの案内図は当該地を示しております。現地

の確認は菊池委員さんにお願いしています。 

 

○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第２号議題、相続税の納税猶予に関する

適格者証明について。 

第１項の現地の確認は菊池委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） はい、第１項菊池委員さん如何でしょうか。 

○委員（菊池委員） はい、案内図１６、１７ページになりますが、近くなので、

いつも見ていますが、改めて１９日に確認してきました。１６ページの西側の方は

農協の農機具置場のようになっていましたが、現在はきれいにしてありました。公

園の東側と１７ページ当該地はマインズが貸付を受けて事業を行う準備をしていま

した。何の問題もありません。以上です。 

○議長（市川委員） 他に、ご意見等ございますでしょうか。（「異議なし」の声） 

ご異議がないようですので、本件は証明することにいたします。 

次に「第３号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につい

て」を議題とします。証明申請件数は１件です。事務局から現地確認の委員さんの

報告をお願いします。 

第３号議題の説明文 

第３号議題、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について。 

第１項、次の者が当該生産緑地に係る農業の主たる従事者であることを証明す

る。 

申請者、本宿町○の○○の○○、○○○○、○○○○○、○○○○、小平市御

幸町○○○、○○○○、調布市柴崎○の○○の○、○○○○○○○○○○○○○
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○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第３号議題、生産緑地に係る農業の主た

る従事者についての証明について。 

第１項の現地の確認は松村委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） 第１項、松村委員さん如何でしょうか。 

○委員（松村委員） はい、現地確認は３月８日に行ってきました。案内図２２ペ

ージの方は収穫したあとで耕してはいなかったですが、草は生えておらず問題あり

ません。２３ページの方は半分位が田んぼで半分位が畑でほうれん草がその半分位

に栽培されており他は収穫した後でした。何の問題もありません。以上です。 

○議長（市川委員） はい、他にご意見等ありますでしょうか。（「異議なし」の

声） 

ご異議がないようですので、本件は証明することといたします。 

次に、「第４号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について」を議題と

します。証明申請の件数は６件です。事務局から現地確認の委員さんの報告をお願

いします。 

○○、○○○○○、農業の主たる従事者、本宿町○の○○の○○、○○○○、買

取り申し出生産緑地は、分梅町○の○○の○、日新町○の○の○，○，○，○の

合計５筆、畑と田を合わせて１，５１３平方メートル。 

１９から２１ページは○○○○氏他４名から提出された証明申請書、朝倉泰則

氏以外４名の署名、捺印、買取り申し出生産緑地の明細書で、２２、２３ページ

の案内図は当該地を示しております。現地の確認は松村委員さんにお願いしてい

ます。 

 

第４号議題の説明文 

第４号議題、引き続き農業経営を行っている旨の証明について。 

第１項、次の者が令和２年１月１７日から令和５年２月１４日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。 

 申請者、国立市谷保○の○○の○○、○○○○、土地の所在は日新町○の○○

の○、○○の○，○，○○の合計４筆、田、１，００１．４６平方メートル。 

第２項、次の者が令和２年２月１０日から令和５年２月２１日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。 
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申請者、西府町○の○○の○、○○○○、土地の所在は日新町○の○○の○、

○○の○，○、西府町○の○○の○、○○の○，○，○○、○の○○の○，○，

○○の合計１０筆、畑、５，５９７．６９平方メートル。 

第３項、次の者が令和２年３月１８日から令和５年３月７日まで、引き続き農

業経営を行っていることを証明する。 

 申請者、白糸台○の○の○、○○○○、土地の所在は白糸台○の○○の○、

畑、５７５平方メートル。 

２５ページに移りまして、第４項、次の者が令和２年４月７日から令和５年３

月３日まで、引き続き農業経営を行っていることを証明する。 

申請者、八幡町○の○○の○、○○○○、土地の所在は緑町○の○○の○，

○，○、緑町○の○○の○，○，○、○○の○，○の合計８筆、畑、６，０１４

平方メートル。 

第５項、次の者が令和２年５月１５日から令和５年３月６日まで、引き続き農

業経営を行っていることを証明する。 

申請者、押立町○の○○の○、○○○○、土地の所在は白糸台○の○○の○、

押立町○の○○の○の合計２筆、畑、１，００８．７７平方メートル。 

第６項、次の者が令和２年４月３日から令和５年３月８日まで、引き続き農業

経営を行っていることを証明する。 

申請者、押立町○の○○の○、○○○○、土地の所在は押立町○の○○の○、

田、１，３９２平方メートル。 

２６、２７ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、お米を生産しています。 

２８ページの案内図は当該地を示しております。 

２９、３０ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、ブルーベリー、柿を生産しています。 

３１、３２ページの案内図は当該地を示しております。以上の第１項、第２項

の現地の確認は石川委員さんにお願いしています。 

３３、３４ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、野菜等を生産しています。 

３５ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は戸井田委員さん

にお願いしています。 
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○事務局 (椹澤事務職員） はい、会長、第４号議題、引き続き農業経営を行って

いる旨の証明について。  

第１項、第２項の現地の確認は石川委員さんにお願いしています。 

第３項の現地の確認は戸井田委員さんにお願いしています。 

第４項の現地の確認は菊池委員さんにお願いしています。 

第５項の現地の確認は岡田委員さんにお願いしています。 

第６項の現地の確認は榎本委員さんにお願いしています。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（市川委員） それでは、第１項、第２項、石川委員さん如何でしょうか。 

○委員（石川委員） はい、第１項は毎年水稲を作っていて、稲を刈った後になっ

ていました。第２項の３１ページの方ですが、小さい方にはブルーベリー、大きい

方には柿が植えてあります。次の３２ページの南の方はブルーベリー、北側の東側

は柿、西側はブルーベリーがそれぞれ植えてあり、適正に管理され問題ありません。

○議長（市川委員） はい、第３項、戸井田委員さん如何でしょうか。 

○委員（戸井田委員） はい、案内図の３５ページです。現地の確認は隣が私の畑

なので毎日行っているような状況で、問題もありません。 

○議長（市川委員） はい、第４項、菊池委員さん如何でしょうか。 

○委員（菊池委員） はい、３８、３９ページの案内図になります。こちらも１９

３６、３７ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜、ブルーベリーを生産しています。 

３８、３９ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は菊池委員

さんにお願いしています。 

４０、４１ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、小松菜を生産しています。 

４２、４３ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は岡田委員

さんにお願いしています。 

４４、４５ページは○○氏から提出された証明願、農業経営に関する明細書

で、各種野菜を生産しています。 

４６ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は榎本委員さんに

お願いしています。 
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日に行ってきました。３８ページの方はいろいろな野菜を栽培しています。３９ペ

ージの方の小さい方は第二小学校の食育などで良く利用されています。今は端境期

で何も植わっていませんがきれいになっていました。大きい方は大部分がブルーベ

リー畑になっていて、いずれも適正に管理されており、問題ありません。以上です 

○議長（市川委員） はい、第５項、岡田委員さん如何でしょうか。 

○委員（菊池委員） はい、４２ページの案内図になります。こちらはマルチが敷

いてあり、収穫した後になっているところと、それ以外もきれいに耕していて問題

ありません。４３ページの方は昔の水路跡を農地として北側の生産緑地と一体で耕

作していますので、問題ありません。以上です 

○議長（市川委員） はい、第６項、榎本委員さん如何でしょうか。 

○委員（榎本委員） はい、先日現地確認をしたところ肥培管理も良く問題ありま

せん。 

○議長（市川委員） はい、他にご意見等ありますでしょうか。（「異議なし」の

声） 

ご異議等がないようですので、第１項から第６項は証明することといたします。 

次に、「第５号議題 府中都市計画生産緑地地区に係る都市計画の変更につ

いて」を議題とします。 

本件の説明のため公園緑地課の職員の方が出席していますので、早速、説

明をお願いいたします。 

○公園緑地課（轟課長） 皆さまこんにちは、公園緑地課長の轟です。 

第５号議題に入る前に、貴重なお時間をいただきまして、一言ご挨拶をさせてい

ただきます。農業委員会の皆様におかれましては、日ごろより、生産緑地業務に、

ご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

この場をお借りしまして、特定生産緑地の状況について、ご報告させていただき

ます。 

まず初めに、平成５年に指定した生産緑地につきましては、特定生産緑地として

１０年間の延長の意向や手続きを、農業委員会の皆様などのご協力もいただきなが

ら進めさせていただき、誠にありがとうございました。 

対象の方は２３名ございまして、このうち、２１名の方は継続で、２名の方は継

続しない結果となりました。この結果については、今年１月の府中都市計画審議会

におきまして、意見聴取を行いました。 
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今後は、特定生産緑地指定にかかる告示を行い、対象者に指定する、または指定

しない旨の通知の発送を予定しております。 

また、平成６年に指定した生産緑地につきましても、対象者２名に特定生産緑地

の指定に係る申請を案内しておりますが、対象者の意向の見通しがつきましたら、

農業委員会の皆様に状況をご報告させていただきますので、引き続き、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それでは、担当から本日の議題の説明をさせていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○公園緑地課（須田課長補佐） はい、それでは、第５号議題「府中都市計画生産

緑地地区に係る都市計画の変更」につきまして、ご説明させていただきます。 

現在、生産緑地地区の削除をするにあたり、都市計画変更の準備を進めておりま

す。 

府中都市計画生産緑地地区の変更案を説明する前に、これまでの経過と今後の予

定をご説明いたします。 

削除については、昨年４月から１０月頭までに買取りの申し出があったものを対

象として、変更案を作成しております。 

今後の予定としましては、５月に予定されております府中都市計画審議会に付議

する予定でございます。 

つきましては、本日ご説明する内容は、府中都市計画審議会前のものとなり、お

配りしております図面は、本委員会終了後回収させていただきますので、ご了承く

ださい。 

それでは、府中都市計画生産緑地地区の変更案の詳細について、ご説明いたしま

す。 

１ページをご覧ください。全体の概要でございます。 

第１の「種類及び面積」でございますが、変更後の面積は、約９１．６９ヘクタ

ールになります。 

第２の「削除のみを行う位置及び区域」でございますが、削除となるのは９件で、

面積は約９，９５０平方メートルです。 

続きまして、２ページは、新旧対照表と変更概要となっております。 

２ページ、下の段の表「変更概要」をご覧ください。全体の生産緑地地区の件数

は、４３４件から４２８件で６件の減となり、面積は、約９２．６８ヘクタールか
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ら約９１．６９ヘクタールとなり、約０．９９ヘクタールの減となります。 

  続きまして、変更となる個々の地区について、Ａ３版の計画図にてご説明いた

します。 

 はじめに、Ａ３版の計画図の３ページ、右下の凡例をご覧ください。 

計画図の表示は、緑の縦縞の部分が、生産緑地として、既に指定されている区域、

赤の塗りつぶし部分は今回削除を行う区域となっております。 

それでは、図面下側をご覧ください。地区番号３５３、地区名西原町地区。 

富士見公園の南西側に位置し、令和４年７月２６日に主たる従事者の死亡により

買取りの申出がなされたもので、地区の一部、約５００平方メートルを削除するも

のです。 

次に、図面上側をご覧ください。地区番号３５８、地区名西原町地区。 

西原町公園の北西側に位置し、令和４年７月２６日に主たる従事者の死亡により

買取りの申出がなされたもので、地区の全部、約１，５７０平方メートルを削除す

るものです。 

続きまして、計画図の４ページをご覧ください。図面中央をご覧ください。地区

番号４１６、地区名四谷地区。 

市立四谷小学校の北側に位置し、令和４年８月２３日に主たる従事者の死亡によ

り買取りの申出がなされたもので、地区の全部、約１，９４０平方メートルを削除

するものです。 

続きまして、計画図の５ページをご覧ください。図面中央をご覧ください。地区

番号４０８、地区名四谷地区。 

四谷文化センターの北東側に位置し、令和４年９月２８日に主たる従事者の死亡

により買取りの申出がなされたもので、地区の全部、約５４０平方メートルを削除

するものです。 

 次に、図面右側をご覧ください。地区番号４１４、地区名四谷地区。 

府中ひばり幼稚園の北東側に位置し、令和４年８月２３日に主たる従事者の死亡

により買取りの申出がなされたもので、地区の一部、約１，２１０平方メートルを

削除するものです。 

次に、図面左側をご覧ください。地区番号４４１、地区名四谷地区。 

四谷体育館の北東側に位置し、令和４年９月２８日に主たる従事者の死亡により

買取りの申出がなされたもので、地区の全部、約８００平方メートルを削除するも
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のです。 

次に、図面上側をご覧ください。地区番号４６１、地区名日新町地区。 

日新町公園の西側に位置し、令和４年１０月３日に主たる従事者の死亡により買

取りの申出がなされたもので、地区の一部、約１，８７０平方メートルを削除する

ものです。 

続きまして、計画図の６ページをご覧ください。図面中央をご覧ください。地区

番号５３３、地区名日新町地区。 

都立府中西高等学校の東側に位置し、令和４年６月２３日に主たる従事者の死亡

により買取りの申出がなされたもので、 

地区の全部、約９８０平方メートルを削除するものです。 

続きまして、計画図の７ページをご覧ください。図面中央をご覧ください。地区

番号４９２、地区名本宿町地区。 

本宿町公園の南西側に位置し、令和４年８月２３日に主たる従事者の死亡により

買取りの申出がなされたもので、地区の全部、約５４０平方メートルを削除するも

のです。 

 以上、府中都市計画生産緑地地区の変更案につきまして、ご説明させていただき

ました。 

 なお、第５号議題の封筒の中にございます図面は、都市計画変更に必要な図書

「府中都市計画生産緑地区総括図」でして、府中市全域の地図に生産緑地の区域を

示したものになります。よろしくお願いいたします。 

○議長（市川委員） はい、説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますか。（…） 

○議長（市川委員） よろしいですか。特にご意見等ないようなので、本件は了承

することといたします。 

ここで、公園緑地課職員の皆さんは退席しますので、少しお待ちください。 

（公園緑地課職員退席） 

それでは、次の８「その他」に入ります。 

はじめに（１）資料№１の「生産緑地地区の制限解除について」ですが、何かあ

りますでしょうか。（…） 

ないようでしたら、次に（２）資料№２の「３月度活動報告について」ですが、

何かありますか。（…） 



- 14 - 

なければ、（３）「次回の総会開催日」ですが、次回は４月２０日、木曜日、午後

２時から第３会議室で開催しますので、ご出席をお願いします。 

次に（４）のその他ですが、委員の皆さまから何かありますか。（…） 

なければ、事務局から何かありますか。 

（「ありません」の声） 

それでは、本日の議題は全て終了となりますので、「第３３回府中市農業委員会総

会」を閉会とさせていただきます。 

次回も、新型コロナウイルスの関係ではマスクの着用が個人の判断となり、５月

には５類へと予防対策が緩和されますが、本会では感染予防対策を十分行い、総会

を行いたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はあり

がとうございました。 

 

午後２時２３分閉会 

 

 

 


